
京都市告示第   号 
 生活保護法による介護扶助及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自

立の支援に関する法律（以下「中国残留邦人等支援法」という。）による介護支援給付（中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正

する法律（平成１９年法律第１２７号。以下「改正法」という。）附則第４条第１項に規定

する支援給付を含む。）のための居宅介護若しくは居宅介護支援計画の作成，介護予防若し

くは介護予防支援計画の作成又は施設介護を担当する機関から，生活保護法第５０条の２

（中国残留邦人等支援法第１４条第４項（改正法附則第４条第２項において準用する場合

を含む。）においてその例による場合を含む。）の規定による事業の廃止等の届出がありま

した。 
  平成２５年６月１７日 

京都市長 門川大作   
介護機関廃止 

サービスの種類 名   称 所   在   地 廃止年月日 

居宅介護支援 医療法人行陵会ケアプ

ランセンターこまち 
上京区小川通中立売下ル小

川町１９１ 
平成 25年 4月
30日 

 
介護機関名称・所在地変更     

サービスの

種類 
変更前名称・所在地 変更後名称・所在地 変更年月日

訪問介護 株式会社ケア・サポート紫明

事業所・北区小山下総町５３

－８ 

株式会社ケア・サポート平野

事業所・北区小松原南町１０ 
平成 25 年 
5月 1日 

介護予防訪

問介護 
株式会社ケア・サポート紫明

事業所・北区小山下総町５３

－８ 

株式会社ケア・サポート平野

事業所・北区小松原南町１０ 
平成 25 年 
5月 1日 

通所介護 医療法人社団行陵会 中立売

デイサービスセンター・上京

区小川通中立売下る下小川町

１９１ 

医療法人社団行陵会 平野デ

イサービスセンター・北区小

松原南町１０ 

平成 25 年 
5月 1日 

１８０



サービスの

種類 
変更前名称・所在地 変更後名称・所在地 変更年月日

居宅介護支

援 
医療法人社団行陵会 中立売

デイサービスセンター・上京

区小川通中立売下る下小川町

１９１ 

医療法人社団行陵会 平野デ

イサービスセンター・北区小

松原南町１０ 

平成 25 年 
5月 1日 

介護予防通

所介護 
医療法人社団行陵会 中立売

デイサービスセンター・上京

区小川通中立売下る下小川町

１９１ 

医療法人社団行陵会 平野デ

イサービスセンター・北区小

松原南町１０ 

平成 25 年 
5月 1日 

 
介護機関名称変更    

サービスの種類 変更前名称 変更後名称 変更年月日 

居宅介護支援 高齢者介護施設湧昇閣 ケア

プランセンターえがおの窓口 

ケアプランセンターえが

おの窓口 下津林店 

平成 25 年 

5月11日 

通所介護 株式会社ヘルスファクトリー あおぞらﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 平成 25 年 

4月15日 

介護予防通所介

護 

株式会社ヘルスファクトリー あおぞらﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 平成 25 年 

4月15日 

 
介護機関所在地変更 

サービス

の種類 
名称 変更前所在地 変更後所在地 変更年月日 

居宅介護

支援 

はなまる介護支援セ

ンター 

右京区太秦安井辻ノ

内町１９－２ 

右京区常盤御池町２１

－５－１Ｆ 

平成25年 

4月1日 

訪問介護 
はなまる介護支援セ

ンター 

右京区太秦安井辻ノ

内町１９－２ 

右京区常盤御池町２１

－５－１Ｆ 

平成25年 

4月1日 

介護予防

訪問介護 

はなまる介護支援セ

ンター 

右京区太秦安井辻ノ

内町１９－２ 

右京区常盤御池町２１

－５－１Ｆ 

平成25年 

4月1日 

                        （保健福祉局生活福祉部地域福祉課） 


